
 

横 浜 市 職 員 の 退 職 管 理 に 関 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。  

   平 成 28 年 ３ 月 25 日  

                  横 浜 市 人 事 委 員 会  

委 員 長  岡  部  光  平  

横 浜 市 人 事 委 員 会 規 則 第 ５ 号  

   横 浜 市 職 員 の 退 職 管 理 に 関 す る 規 則  

（ 趣 旨 ）  

第 1 条  こ の 規 則 は 、 地 方 公 務 員 法 ( 昭 和 25 年 法 律 第 261 号 。 以 下

「 法 」 と い う 。 ) 第 38 条 の ２ 及 び 第 60 条 第 ４ 号 か ら 第 ７ 号 ま で 並

び に 横 浜 市 職 員 の 退 職 管 理 に 関 す る 条 例 （ 平 成 28 年 ２ 月 横 浜 市 条

例 第 １ 号 。 以 下 「 条 例 」 と い う 。 ） 第 ３ 条 の 規 定 に 基 づ き 、 職 員

の 退 職 管 理 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

（ 離 職 前 ５ 年 間 に 在 職 し て い た 地 方 公 共 団 体 の 執 行 機 関 の 組 織 等

の 役 職 員 に 類 す る 者 ）  

第 ２ 条  法 第 38 条 の ２ 第 １ 項 の 離 職 前 ５ 年 間 に 在 職 し て い た 地 方 公

共 団 体 の 執 行 機 関 の 組 織 等 の 役 職 員 に 類 す る 者 と し て 人 事 委 員 会

規 則 で 定 め る も の は 、 再 就 職 者 （ 同 項 に 規 定 す る 再 就 職 者 を い う

。 以 下 同 じ 。 ） が 離 職 前 ５ 年 間 に 就 い て い た 職 が 廃 止 さ れ た 場 合

に お け る 当 該 再 就 職 者 が 当 該 職 に 就 い て い た 時 に 担 当 し て い た 職

務 を 担 当 し て い る 役 職 員 （ 同 項 に 規 定 す る 役 職 員 を い う 。 以 下 同

じ 。 ） が 属 す る 執 行 機 関 の 組 織 等 （ 同 項 に 規 定 す る 地 方 公 共 団 体

の 執 行 機 関 の 組 織 等 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） （ 当 該 再 就 職 者 が 当 該

職 に 就 い て い た 時 に 在 職 し て い た 執 行 機 関 の 組 織 等 を 除 く 。 ） に

属 す る 役 職 員 と す る 。  

（ 子 法 人 ）  

第 ３ 条  法 第 38 条 の ２ 第 １ 項 の 国 家 公 務 員 法 （ 昭 和 22 年 法 律 第 120

号 ） 第 106 条 の ２ 第 １ 項 に 規 定 す る 子 法 人 の 例 を 基 準 と し て 人 事

委 員 会 規 則 で 定 め る も の は 、 一 の 営 利 企 業 等 （ 法 第 38 条 の ２ 第 １

項 に 規 定 す る 営 利 企 業 等 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） が 株 主 等 （ 株 主 若

し く は 社 員 又 は 発 起 人 そ の 他 の 法 人 の 設 立 者 を い う 。 ） の 議 決 権

（ 株 主 総 会 に お い て 決 議 を す る こ と が で き る 事 項 の 全 部 に つ き 議

決 権 を 行 使 す る こ と が で き な い 株 式 に つ い て の 議 決 権 を 除 き 、 会

社 法 ( 平 成 17 年 法 律 第 86 号 ） 第 879 条 第 ３ 項 の 規 定 に よ り 議 決 権

を 有 す る も の と み な さ れ る 株 式 に つ い て の 議 決 権 を 含 む 。 以 下 同

じ 。 ） の 総 数 の 百 分 の 五 十 を 超 え る 数 の 議 決 権 を 保 有 す る 法 人 を

い い 、 一 の 営 利 企 業 等 及 び そ の 子 法 人 又 は 一 の 営 利 企 業 等 の 子 法

人 が 株 主 等 の 議 決 権 の 総 数 の 百 分 の 五 十 を 超 え る 数 の 議 決 権 を 保

有 す る 法 人 は 、 当 該 営 利 企 業 等 の 子 法 人 と み な す 。  

（ 退 職 手 当 通 算 予 定 職 員 ）  

第 ４ 条  法 第 38 条 の ２ 第 ３ 項 の 特 別 の 事 情 が な い 限 り 引 き 続 い て 選



   

考 に よ る 採 用 が 予 定 さ れ て い る 者 の う ち 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る

も の は 、 退 職 手 当 通 算 法 人 の 役 員 又 は 退 職 手 当 通 算 法 人 に 使 用 さ

れ る 者 と な る た め 退 職 す る 時 に 横 浜 市 退 職 手 当 条 例 （ 昭 和 24 年 ８

月 横 浜 市 条 例 第 40 号 ） の 規 定 に よ る 退 職 手 当 の 支 給 を 受 け な い こ

と と さ れ て い る 者 と す る 。  

（ 内 部 組 織 の 長 に 準 ず る 職 ）  

第 ５ 条  法 第 38 条 の ２ 第 ４ 項 の 地 方 自 治 法 （ 昭 和 22 年 法 律 第 67 号 ）

第 158 条 第 １ 項 に 規 定 す る 普 通 地 方 公 共 団 体 の 長 の 直 近 下 位 の 内

部 組 織 の 長 の 職 に 準 ず る 職 で あ っ て 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る も の

は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 職 と す る 。  

(1)  横 浜 市 一 般 職 職 員 の 管 理 職 手 当 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 62 年 ３ 月

横 浜 市 人 事 委 員 会 規 則 第 7 号 ） 第 ２ 条 第 ２ 項 第 １ 号 か ら 第 ３ 号

ま で に 定 め る 職 （ 横 浜 市 事 務 分 掌 条 例 （ 昭 和 26 年 10 月 横 浜 市 条

例 第 44 号 ） 第 １ 条 に 規 定 す る 統 括 本 部 及 び 局 の 長 の 職 を 除 く 。

） 及 び 同 規 則 第 ２ 条 第 ４ 項 第 １ 号 に 定 め る 職 員 で あ っ た 者 が 就

い て い た 職  

 (2)  横 浜 市 水 道 局 企 業 職 員 の 給 与 に 関 す る 規 程 （ 昭 和 35 年 ３ 月 水

道 局 規 程 第 ５ 号 ） 第 36 条 の ２ 第 ２ 項 第 １ 号 か ら 第 ３ 号 ま で に 定

め る 職 （ 水 道 事 業 管 理 者 を 除 く 。 ） 及 び 横 浜 市 水 道 局 企 業 職 員

の 給 与 に 関 す る 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 規 程 （ 平 成 19 年 ３ 月 水 道

局 規 程 第 ９ 号 ） 附 則 第 ９ 項 第 １ 号 に 定 め る 職 員 で あ っ た 者 が 就

い て い た 職  

(3)  横 浜 市 交 通 局 企 業 職 員 の 管 理 職 手 当 に 関 す る 規 程 （ 平 成 27 年

３ 月 交 通 局 規 程 第 10 号 ） 第 ２ 条 第 ３ 項 第 １ 号 か ら 第 ３ 号 ま で に

定 め る 職 （ 交 通 事 業 管 理 者 を 除 く 。 ） 及 び 同 条 第 ４ 項 第 １ 号 に

定 め る 職 員 で あ っ た 者 が 就 い て い た 職  

(4)  横 浜 市 医 療 局 病 院 経 営 本 部 職 員 の 管 理 職 手 当 に 関 す る 規 程 （

平 成 17 年 ３ 月 病 院 経 営 局 規 程 第 17 号 ） 第 ２ 条 第 ２ 項 第 １ 号 か ら

第 ３ 号 ま で 、 第 10 号 及 び 第 11 号 に 定 め る 職 （ 病 院 事 業 管 理 者 を

除 く 。 ） 並 び に 同 条 第 ３ 項 第 １ 号 に 定 め る 職 員 で あ っ た 者 が 就

い て い た 職  

（ 内 部 組 織 の 長 等 の 職 に 就 い て い た 時 に 在 職 し て い た 地 方 公 共 団

体 の 執 行 機 関 の 組 織 等 の 役 職 員 に 類 す る 者 ）  

第 ６ 条  法 第 38 条 の ２ 第 ４ 項 の 地 方 自 治 法 第 158 条 第 １ 項 に 規 定 す

る 普 通 地 方 公 共 団 体 の 長 の 直 近 下 位 の 内 部 組 織 の 長 又 は 前 条 で 定

め る 職 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 内 部 組 織 の 長 等 の 職 」 と い う 。 ）

に 就 い て い た 時 に 在 職 し て い た 地 方 公 共 団 体 の 執 行 機 関 の 組 織 等

の 役 職 員 に 類 す る 者 と し て 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る も の は 、 再 就

職 者 が 離 職 し た 日 の ５ 年 前 の 日 よ り 前 に 就 い て い た 内 部 組 織 の 長

等 の 職 が 廃 止 さ れ た 場 合 に お け る 当 該 再 就 職 者 が 当 該 内 部 組 織 の



   

長 等 の 職 に 就 い て い た 時 に 担 当 し て い た 職 務 を 担 当 し て い る 役 職

員 が 属 す る 執 行 機 関 の 組 織 等 （ 当 該 再 就 職 者 が 当 該 内 部 組 織 の 長

等 の 職 に 就 い て い た 時 に 在 職 し て い た 執 行 機 関 の 組 織 等 を 除 く 。

） に 属 す る 役 職 員 と す る 。  

（ 在 職 し て い た 地 方 公 共 団 体 の 執 行 機 関 の 組 織 等 の 役 職 員 に 類 す

る 者 ）  

第 ７ 条  法 第 38 条 の ２ 第 ５ 項 の 在 職 し て い た 地 方 公 共 団 体 の 執 行 機

関 の 組 織 等 の 役 職 員 に 類 す る 者 と し て 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る も

の は 、 再 就 職 者 が 離 職 前 に 就 い て い た 職 が 廃 止 さ れ た 場 合 に お け

る 当 該 再 就 職 者 が 当 該 職 に 就 い て い た 時 に 担 当 し て い た 職 務 を 担

当 し て い る 役 職 員 が 属 す る 執 行 機 関 の 組 織 等 （ 当 該 再 就 職 者 が 当

該 職 に 就 い て い た 時 に 在 職 し て い た 執 行 機 関 の 組 織 等 を 除 く 。 ）

に 属 す る 役 職 員 と す る 。  

（ 地 方 公 共 団 体 等 の 事 務 又 は 事 業 と 密 接 な 関 連 を 有 す る 業 務 ）  

第 ８ 条  法 第 38 条 の ２ 第 ６ 項 第 １ 号 の 地 方 公 共 団 体 又 は 国 の 事 務 又

は 事 業 と 密 接 な 関 連 を 有 す る 業 務 と し て 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る

も の は 、 公 益 的 法 人 等 へ の 横 浜 市 職 員 の 派 遣 等 に 関 す る 規 則 （ 平

成 14 年 ２ 月 横 浜 市 人 事 委 員 会 規 則 第 ２ 号 ） 第 ２ 条 及 び 第 ３ 条 に 掲

げ る 法 人 そ の 他 人 事 委 員 会 が 別 に 指 定 す る も の が 行 う 業 務 と す る

。  

（ 行 政 庁 等 へ の 権 利 行 使 等 に 類 す る 場 合 ）  

第 ９ 条  法 第 38 条 の ２ 第 ６ 項 第 ２ 号 の 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 場 合

は 、 法 令 に 違 反 す る 事 実 が あ る 場 合 に お い て 、 そ の 是 正 の た め に

さ れ る べ き 処 分 が さ れ て い な い と 思 料 す る と き に 、 当 該 処 分 を す

る 権 限 を 有 す る 行 政 庁 に 対 し 、 そ の 旨 を 申 し 出 て 、 当 該 処 分 を す

る こ と を 求 め る 場 合 と す る 。  

（ 再 就 職 者 に よ る 依 頼 等 に よ り 公 務 の 公 正 性 の 確 保 に 支 障 が 生 じ

な い と 認 め ら れ る 場 合 ）  

第 10 条  法 第 38 条 の ２ 第 ６ 項 第 ６ 号 の 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 場 合

は 、 同 号 の 要 求 又 は 依 頼 に 係 る 職 務 上 の 行 為 が 電 気 、 ガ ス 又 は 水

道 水 の 供 給 を 受 け る 契 約 に 関 す る 職 務 そ の 他 役 職 員 の 裁 量 の 余 地

が 少 な い 職 務 に 関 す る も の で あ る 場 合 と す る 。  

（ 再 就 職 者 に よ る 依 頼 等 の 承 認 の 手 続 ）  

第 11 条  法 第 38 条 の ２ 第 ６ 項 第 ６ 号 の 承 認 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「

依 頼 等 の 承 認 」 と い う 。 ） を 得 よ う と す る 再 就 職 者 は 、 次 に 掲 げ

る 事 項 を 記 載 し た 再 就 職 者 に よ る 依 頼 等 の 承 認 申 請 書 （ 第 １ 号 様

式 ） を 任 命 権 者 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

 (1)  氏 名  

 (2)  生 年 月 日  

 (3)  離 職 日 及 び 離 職 時 の 職  



   

(4)  再 就 職 者 が 現 に そ の 地 位 に 就 い て い る 営 利 企 業 等 の 名 称  

(5)  再 就 職 者 が 現 に そ の 地 位 に 就 い て い る 営 利 企 業 等 の 業 務 内 容  

(6)  離 職 前 ５ 年 間 （ 再 就 職 者 が 法 第 38 条 の ２ 第 ４ 項 に 規 定 す る 職

（ 同 条 第 ８ 項 の 規 定 に 基 づ く 条 例 が 定 め ら れ て い る と き は 、 同

項 の 国 家 行 政 組 織 法 （ 昭 和 23 年 法 律 第 120 号 ） 第 21 条 第 １ 項 に

規 定 す る 部 長 又 は 課 長 の 職 に 相 当 す る 職 と し て 人 事 委 員 会 規 則

で 定 め る も の を 含 む 。 ） に 就 い て い た 場 合 に あ っ て は 、 当 該 職

に 就 い て い た 期 間 を 含 む 。 ） の 在 職 状 況 及 び 職 務 内 容  

(7)  当 該 依 頼 等 の 承 認 の 申 請 に 係 る 職 員 の 氏 名 、 所 属 、 職 名 及 び

職 務 内 容  

 (8)  当 該 依 頼 等 の 承 認 の 申 請 に 係 る 法 第 38 条 の ２ 第 ６ 項 第 ６ 号 の

要 求 又 は 依 頼 の 対 象 と な る 契 約 等 事 務 （ 法 第 38 条 の ２ 第 １ 項 に

規 定 す る 契 約 等 事 務 を い う 。 ）  

(9)  当 該 依 頼 等 の 承 認 の 申 請 に 係 る 法 第 38 条 の ２ 第 ６ 項 第 ６ 号 の

要 求 又 は 依 頼 の 内 容  

(10)  そ の 他 参 考 と な る べ き 事 項  

（ 再 就 職 者 に よ る 依 頼 等 の 届 出 の 手 続 ）  

第 12 条  法 第 38 条 の ２ 第 ７ 項 の 規 定 に よ る 届 出 は 、 同 項 に 規 定 す る

要 求 又 は 依 頼 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 依 頼 等 」 と い う 。 ） を 受 け

た 後 遅 滞 な く 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 再 就 職 者 か ら の 依 頼 等

届 出 書 （ 第 ２ 号 様 式 ） を 人 事 委 員 会 に 提 出 し て 行 う も の と す る 。  

(1)  氏 名  

(2)  所 属 及 び 職 名  

(3)  依 頼 等 を し た 再 就 職 者 の 氏 名  

(4)  離 職 時 の 所 属 及 び 職 名  

(5)  前 号 の 再 就 職 者 が そ の 地 位 に 就 い て い る 営 利 企 業 等 の 名 称 及

び 当 該 営 利 企 業 等 に お け る 当 該 再 就 職 者 の 地 位  

(6)  依 頼 等 が 行 わ れ た 日 時  

(7)  依 頼 等 の 内 容  

（ 部 長 又 は 課 長 に 相 当 す る 職 ）  

第 13 条  法 第 38 条 の ２ 第 ８ 項 の 国 家 行 政 組 織 法 第 21 条 第 １ 項 に 規 定

す る 部 長 又 は 課 長 の 職 に 相 当 す る 職 と し て 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め

る も の は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 職 と す る 。  

(1)  横 浜 市 一 般 職 職 員 の 管 理 職 手 当 に 関 す る 規 則 第 ２ 条 第 ２ 項 第

４ 号 か ら 第 ９ 号 ま で に 定 め る 職 並 び に 同 条 第 ４ 項 第 ２ 号 及 び 第

３ 号 に 定 め る 職 員 で あ っ た 者 が 就 い て い た 職  

 (2)  横 浜 市 水 道 局 企 業 職 員 の 給 与 に 関 す る 規 程 第 36 条 の ２ 第 ２ 項

第 ４ 号 か ら 第 ９ 号 ま で に 定 め る 職 並 び に 横 浜 市 水 道 局 企 業 職 員

の 給 与 に 関 す る 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 規 程 附 則 第 ９ 項 第 ２ 号 及

び 第 ３ 号 に 定 め る 職 員 で あ っ た 者 が 就 い て い た 職  



   

 (3)  横 浜 市 交 通 局 企 業 職 員 の 管 理 職 手 当 に 関 す る 規 程 第 ２ 条 第 ３

項 第 ４ 号 か ら 第 10 号 ま で に 定 め る 職 並 び に 同 条 第 ４ 項 第 ２ 号 及

び 第 ３ 号 に 定 め る 職 員 で あ っ た 者 が 就 い て い た 職  

 (4)  横 浜 市 医 療 局 病 院 経 営 本 部 職 員 の 管 理 職 手 当 に 関 す る 規 程 第

２ 条 第 ２ 項 第 ４ 号 か ら 第 ９ 号 ま で 、 第 12 号 及 び 第 13 号 に 定 め る

職 並 び に 同 条 第 ３ 項 第 ２ 号 及 び 第 ３ 号 に 定 め る 職 員 で あ っ た 者

が 就 い て い た 職  

 (5)  横 浜 市 立 学 校 条 例 （ 昭 和 39 年 ３ 月 横 浜 市 条 例 第 19 号 ) 第 ２ 条

に 定 め る 学 校 の 校 長 及 び 校 長 代 理 の 職  

（ 部 課 長 等 の 職 に 就 い て い た 時 に 在 職 し て い た 地 方 公 共 団 体 の 執

行 機 関 の 組 織 等 の 役 職 員 に 類 す る 者 ）  

第 14 条  法 第 38 条 の ２ 第 ８ 項 の 国 家 行 政 組 織 法 第 21 条 第 １ 項 に 規 定

す る 部 長 又 は 課 長 の 職 に 相 当 す る 職 （ 以 下 こ の 条 に お い て 「 部 課

長 等 の 職 」 と い う 。 ） に 就 い て い た 時 に 在 職 し て い た 地 方 公 共 団

体 の 執 行 機 関 の 組 織 等 の 役 職 員 に 類 す る 者 と し て 人 事 委 員 会 規 則

で 定 め る も の は 、 再 就 職 者 が 離 職 し た 日 の ５ 年 前 の 日 よ り 前 に 就

い て い た 部 課 長 等 の 職 が 廃 止 さ れ た 場 合 に お け る 当 該 再 就 職 者 が

当 該 部 課 長 等 の 職 に 就 い て い た 時 に 担 当 し て い た 職 務 を 担 当 し て

い る 役 職 員 が 属 す る 執 行 機 関 の 組 織 等 （ 当 該 再 就 職 者 が 当 該 部 課

長 等 の 職 に 就 い て い た 時 に 在 職 し て い た 執 行 機 関 の 組 織 等 を 除 く

。 ） に 属 す る 役 職 員 と す る 。  

（ 離 職 前 ５ 年 間 に 在 職 し て い た 地 方 公 共 団 体 の 執 行 機 関 の 組 織 等

に 属 す る 役 職 員 に 類 す る 者 ）  

第 15 条  法 第 60 条 第 ４ 号 の 離 職 前 ５ 年 間 に 在 職 し て い た 地 方 公 共 団

体 の 執 行 機 関 の 組 織 等 に 属 す る 役 職 員 に 類 す る 者 と し て 人 事 委 員

会 規 則 で 定 め る も の は 、 第 ２ 条 で 定 め る も の と す る 。  

（ 内 部 組 織 の 長 に 準 ず る 職 ）  

第 16 条  法 第 60 条 第 ５ 号 の 地 方 自 治 法 第 158 条 第 １ 項 に 規 定 す る 普

通 地 方 公 共 団 体 の 長 の 直 近 下 位 の 内 部 組 織 の 長 の 職 に 準 ず る 職 で

あ っ て 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る も の は 、 第 ５ 条 に 定 め る も の と す

る 。  

（ 内 部 組 織 の 長 等 の 職 に 就 い て い た 時 に 在 職 し て い た 地 方 公 共 団

体 の 執 行 機 関 の 組 織 等 に 属 す る 役 職 員 に 類 す る 者 ）  

第 17 条  法 第 60 条 第 ５ 号 の 地 方 自 治 法 第 158 条 第 １ 項 に 規 定 す る 普

通 地 方 公 共 団 体 の 長 の 直 近 下 位 の 内 部 組 織 の 長 又 は 前 条 で 定 め る

職 に 就 い て い た 時 に 在 職 し て い た 地 方 公 共 団 体 の 執 行 機 関 の 組 織

等 に 属 す る 役 職 員 に 類 す る 者 と し て 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る も の

は 、 第 ６ 条 に 定 め る も の と す る 。  

（ 在 職 し て い た 地 方 公 共 団 体 の 執 行 機 関 の 組 織 等 に 属 す る 役 職 員

に 類 す る 者 ）  



   

第 18 条  法 第 60 条 第 ６ 号 の 在 職 し て い た 地 方 公 共 団 体 の 執 行 機 関 の

組 織 等 に 属 す る 役 職 員 に 類 す る 者 と し て 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る

も の は 、 第 ７ 条 に 定 め る も の と す る 。  

（ 部 長 又 は 課 長 に 相 当 す る 職 ）  

第 19 条  法 第 60 条 第 ７ 号 の 国 家 行 政 組 織 法 第 21 条 第 １ 項 に 規 定 す る

部 長 又 は 課 長 の 職 に 相 当 す る 職 と し て 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る も

の は 、 第 13 条 に 定 め る も の と す る 。  

（ 部 課 長 等 の 職 に 就 い て い た 時 に 在 職 し て い た 地 方 公 共 団 体 の 執

行 機 関 の 組 織 等 に 属 す る 役 職 員 に 類 す る 者 ）  

第 20 条  法 第 60 条 第 ７ 号 の 国 家 行 政 組 織 法 第 21 条 第 １ 項 に 規 定 す る

部 長 又 は 課 長 の 職 に 相 当 す る 職 に 就 い て い た 時 に 在 職 し て い た 地

方 公 共 団 体 の 執 行 機 関 の 組 織 等 に 属 す る 役 職 員 に 類 す る 者 と し て

人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る も の は 、 第 14 条 に 定 め る も の と す る 。  

（ 管 理 又 は 監 督 の 地 位 に あ る 職 員 の 職 ）  

第 21 条  条 例 第 ３ 条 の 管 理 又 は 監 督 の 地 位 に あ る 職 員 の 職 と し て 人

事 委 員 会 規 則 で 定 め る も の は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 職 と す る 。  

 (1)  横 浜 市 一 般 職 職 員 の 管 理 職 手 当 に 関 す る 規 則 第 ２ 条 第 ２ 項 第

１ 号 か ら 第 ９ 号 ま で に 定 め る 職 及 び 同 条 第 ４ 項 第 １ 号 か ら 第 ３

号 ま で に 定 め る 職 員 で あ っ た 者 が 就 い て い た 職  

(2)  横 浜 市 水 道 局 企 業 職 員 の 給 与 に 関 す る 規 程 第 36 条 の ２ 第 ２ 項

第 １ 号 か ら 第 ９ 号 ま で に 定 め る 職 （ 水 道 事 業 管 理 者 を 除 く 。 ）

及 び 横 浜 市 水 道 局 企 業 職 員 の 給 与 に 関 す る 規 程 の 一 部 を 改 正 す

る 規 程 附 則 第 ９ 項 第 １ 号 か ら 第 ３ 号 ま で に 定 め る 職 員 で あ っ た

者 が 就 い て い た 職  

 (3)  横 浜 市 交 通 局 企 業 職 員 の 管 理 職 手 当 に 関 す る 規 程 第 ２ 条 第 ３

項 第 １ 号 か ら 第 10 号 ま で に 定 め る 職 （ 交 通 事 業 管 理 者 を 除 く 。

） 及 び 同 条 第 ４ 項 第 １ 号 か ら 第 ３ 号 ま で に 定 め る 職 員 で あ っ た

者 が 就 い て い た 職  

 (4)  横 浜 市 医 療 局 病 院 経 営 本 部 職 員 の 管 理 職 手 当 に 関 す る 規 程 第

２ 条 第 ２ 項 第 １ 号 か ら 第 13 号 ま で に 定 め る 職 （ 病 院 事 業 管 理 者

を 除 く 。 ） 及 び 同 条 第 ３ 項 第 １ 号 か ら 第 ３ 号 ま で に 定 め る 職 員

で あ っ た 者 が 就 い て い た 職  

 (5)  横 浜 市 立 学 校 条 例 第 ２ 条 に 定 め る 学 校 の 校 長 及 び 校 長 代 理 の

職  

（ 任 命 権 者 へ の 再 就 職 の 届 出 を 要 し な い 場 合 ）  

第 22 条  条 例 第 ３ 条 の 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 場 合 は 、 次 に 掲 げ る

場 合 と す る 。  

(1)  任 命 権 者 又 は そ の 委 任 を 受 け た 者 の 要 請 に 応 じ 地 方 公 務 員 又

は 国 家 公 務 員 （ 以 下 こ の 号 に お い て 「 地 方 公 務 員 等 」 と い う 。

） と な る た め 退 職 し 、 引 き 続 き 地 方 公 務 員 等 と な っ た 場 合  



   

(2)  法 第 28 条 の ４ 第 １ 項 又 は 第 28 条 の ５ 第 １ 項 の 規 定 に よ り 職 員

と し て 採 用 さ れ た 場 合  

(3)  営 利 企 業 以 外 の 法 人 そ の 他 の 団 体 の 地 位 に 就 い た 場 合 で あ っ

て 、 人 事 委 員 会 が 定 め る 額 以 下 の 報 酬 を 得 る 場 合  

 (4)  条 例 第 ３ 条 の 規 定 に よ る 届 出 を し た と み な す こ と が で き る 場

合 と し て 人 事 委 員 会 が 別 に 指 定 す る 場 合  

(5)  前 各 号 に 掲 げ る 場 合 の ほ か 、 本 市 の 一 般 職 （ 法 第 ３ 条 第 ２ 項

に 規 定 す る 一 般 職 を い う 。 ） 又 は 特 別 職 （ 同 条 第 ３ 項 に 規 定 す

る 特 別 職 を い う 。 ） に 属 す る 職 に 就 い た 場 合  

（ 任 命 権 者 へ の 再 就 職 の 届 出 ）  

第 23 条  条 例 第 ３ 条 の 規 定 に よ る 届 出 を し よ う と す る 者 は 、 次 項 に

掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 再 就 職 情 報 届 出 書 （ 第 ３ 号 様 式 ） を 離 職 し

た 職 又 は こ れ に 相 当 す る 職 の 任 命 権 者 に 届 出 を し な け れ ば な ら な

い 。  

２  条 例 第 ３ 条 の 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 事 項 は 、 次 に 掲 げ る 事 項

と す る 。  

 (1)  氏 名  

 (2)  生 年 月 日  

 (3)  連 絡 先  

 (4)  本 市 離 職 時 の 補 職 名  

 (5)  本 市 離 職 日  

 (6)  再 就 職 日  

 (7)  再 就 職 先 の 名 称  

 (8)  再 就 職 先 に お け る 地 位  

 (9)  再 就 職 先 の 業 務 内 容  

（ 施 行 細 目 ）  

第 24 条  こ の 規 則 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 人 事 委 員 会 が 定 め る  

 。  

附  則  

 こ の 規 則 は 、 平 成 28 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則 （ 平 成 29 年 ３ 月 横 浜 市 人 事 委 員 会 規 則 第 ３ 号 ）  

 こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

 



第 １ 号 様 式  （第  11 条 関 係 ）   

 
再 就 職 者 に よ る 依 頼 等 の 承 認 申 請 書  

 

任命権者  

     

年  月  日 
 

 

 

地方公務員法（昭和 25 年法律第 261号）第 38条の２第６項第６号の規定に基づき、次のとお

り承認を申請します。   

 

１ 申請者     

 

２ 離職時及び離職前の状況 
 

離職日 

 

年   月   日 

 

離職時の職 

 

 

離
職
前
５
年
間
（
※
）
の
状
況
等 

  

所属・職名 在職期間 

 

職務内容 

 年 月 日 ～ 年 月 日  

 年 月 日 ～ 年 月 日  

 年 月 日 ～ 年 月 日  

 年 月 日 ～ 年 月 日  

 年 月 日 ～ 年 月 日  

 年 月 日 ～ 年 月 日  

 年 月 日 ～ 年 月 日  

 
 年 月 日 ～ 年 月 日  

 ※ 申請者が課長級以上の職に就いていた場合にあっては、当該職に就いていた期間まで遡って

記載すること。                                                                  

                                                                                （A4）

（ふりがな） 

氏  名               
 

生年月日（年齢）  
 
 年  月  日生（  歳） 

勤務先（営利企業等）の名称 

 勤務先における地位（役職等） 連絡先 
（    －     －     ） 

勤務先（営利企業等）の業務内容 

 



３ 要求又は依頼する事項と勤務先（営利企業等）との契約等の関係 

在職していた執行機関の組織等において自らが締結を決定した 

勤務先（営利企業等）又はその子法人との契約に関するもの 

 

 

□該当する 

□該当しない 

在職していた執行機関の組織等において自らが決定した 

勤務先（営利企業等）又はその子法人に対する処分に関するもの 

 

□該当する 

□該当しない 

 

４ 要求又は依頼の対象となる職員 

（ふりがな） 

氏 名  

 
 

 

 

所属 
 

職名 
 

   

職務内容 

 

 

５ 要求又は依頼の対象となる契約等事務の内容  

□ 電気、ガス又は水道水の供給を受ける契約に関する職務に関するもの 

 □ その他職員の裁量の余地が少ない職務に関するもの 

                   職務内容及び職務に係る職員の裁量の程度 

 

６ 要求又は依頼の具体的な内容 

 

 

７ その他参考事項 
 

 



第 ２ 号 様 式 （第  12 条 関 係 ）   

 

再 就 職 者 か ら の 依 頼 等 届 出 書  

                         年  月  日  

 

 横浜市人事委員会委員長 

                            所属・職名 

                             （ふりがな） 

氏 名              

 

 

地方公務員法（昭和 25年法律第 261号）第 38条の２第７項の規定に基づき、次のとおり届出を

します。   

 

１ 要求又は依頼をした再就職者 

 

２ 要求又は依頼の内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
（A4）  

 
（ふりがな） 
氏  名 

離職時の所属   

離職時の職名   

勤務先（営利企業等）の名称 

 勤務先における地位（役職等） 要求又は依頼が行われた日時 
 

年   月   日   時 



第 ３ 号 様 式 （第  23 条 関 係 ）   

 

再 就 職 情 報 届 出 書  

年  月  日  

  任命権者  

                        

届出者氏名
ふりがな

  

生年月日（年齢） 

連絡先   （    －   －   ） 

 

横浜市職員の退職管理に関する条例第３条の規定に基づき、次のとおり届出をします。   

 

（A4） 

 

 

本市離職時の補職名 
 

本市離職日 年   月   日 

再就職日 年   月   日 

再就職先の名称 
 

 再就職先における地位（役職等） 
 

再就職先の業務内容 
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